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経済施設について 

１．庄内筑豊温泉筑豊ハイツについて 

 ①平成２８年５月２４日（経済建設委員会）以降の動きについて 

 － 福岡県建設都市部公園街路課（筑豊緑地担当）に「筑豊緑地と筑豊ハイツの一体的

な管理運営の可能性について」相談 

   例）久留米総合スポーツセンター ⇒ 県の施設の指定管理者を非公募で市の施設

の指定管理者として指定 

 － 新しい施設に関して、市が指定管理料等運営費を負担した場合、民間事業者による

事業運営の可能性について、複数の事業者にヒアリング調査中 

 

 ②今後のスケジュール等について 

  ・民間事業者へのヒアリング継続 

  ・市としての方向性を決定していくために必要な事務手続きを進める 

 

２．飯塚市地方卸売市場について 

 ①平成２８年５月２４日（経済建設委員会）以降の動きについて 

 － 平成２８年７月８日（金）に卸売市場関係者との協議会を開催し、今後のスケジュ

ール等について説明 

－ 卸売市場関係者と個別協議継続中 

 － 平成２８年７月２０日付（規則第４７号）飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員

会規則の制定（別紙１参照） 

 

 ②今後のスケジュール等について 

  ・飯塚市地方卸売市場等施設整備基本構想策定支援業務委託 

   平成２８年６月３０日（木） 第１回選定委員会 

（プロポーザル実施要領・仕様書決定） 

平成２８年７月 ５日（火） プロポーザル実施要領公表 

   平成２８年７月１９日（火） 質問表提出期限 

   平成２８年７月２９日（金） プロポーザル参加表明書提出期限 

   平成２８年８月 ２日（火） 提案書等提出期限 

   平成２８年８月 ４日（木） 第２回選定委員会（５社以上の場合） 

   平成２８年８月 ８日（月） 第３回選定委員会（プレゼンテーション） 

   平成２８年８月中旬（未定） 業者決定 

  ・飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会 

   平成２８年８月下旬～９月上旬（未定） 第１回検討委員会開催 



 飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会規則を制定し、ここに公布する。 

  平成28年7月20日 

飯塚市長 齊 藤 守 史   

 

飯塚市規則第47号  

   飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会規則 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21

号)第3条の規定に基づき、飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会(以下「委員

会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (所掌事務) 

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。 

(1) 飯塚市地方卸売市場等(以下「卸売市場等」という。)の整備に係る基本構想

に関すること。 

(2) 前号に基づく報告書の作成に関すること。 

(3) その他卸売市場等の整備に関して、市長が特に必要と認める事項に関するこ

と。 

 (組織) 

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員14人以

内をもって組織する。 

 (1) 飯塚市地方卸売市場運営審議会の委員 

 (2) 専門的知識を有する者 

 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 (任期) 

第4条 委員は、第2条に規定する所掌事務が終了したときは、解職されるものとす

る。 

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委

員は解職されるものとする。 

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (委員長及び副委員長) 

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

別紙１ 



 (会議) 

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 (意見の聴取等) 

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 (会議の公開) 

第8条 会議は公開とする。ただし、飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10

号)第8条各号の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないこ

とができる。 

 (専門的協議機関の設置) 

第9条 委員会は、第2条に掲げる事項について専門的な協議及び検討を行う機関を

置くことができる。 

 (庶務) 

第10条 委員会の庶務は、経済部経済施設等対策室において処理する。 

 (委任) 

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



運営審議会委員 ファーマインド新筑豊青果㈱　代表取締役社長 　安藤　俊浩

福岡県魚市場㈱飯塚魚市場　市場長 　谷本　旭

㈱飯塚花市場　代表取締役 　永井　潤子

新筑豊青果商業協同組合　代表理事 　田代　裕

飯塚水産物商業協同組合　理事長 　西山　徳昭

飯塚花商組合　組合長 　古賀　勲

飯塚花き園芸組合　組合長 　水間　良雄

飯塚商工会議所　専務理事 　濵﨑　安司

飯塚市経済部長 　田中　淳

専門的知識を有する者 近畿大学産業理工学部　学部長補佐　教授 　日高　健

吉田秀樹公認会計士事務所　公認会計士 　吉田　秀樹

福岡市農林水産局青果市場ブランド化推進担当

福岡県飯塚農林事務所　農林振興課長 　笹川　文彦

市長が必要と認める者 飯塚総合卸売センター関連組合 組合長 　永松　仁

飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会　委員構成（案）

別紙２ 
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産学連携事業について 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

① 経営者等による講座 放課後や土曜日に地域の中小企業を訪問し、経営者やから話を聞いたり、 
作業体験をしたりする講座 

② ビジネスマインド講座 行政や中小企業に就職した若手社員から話を聞き交流をすることでビジネス 
マインドを学ぶ講座 

③ ビジネスワークショップ 皆さんの持つ斬新な発想や大学で学んだ専門性で、市域企業へのアイデアを 
提案するワークショップ 

④ 地域課題解決プロジェクト やる気のある学生が集まって、専門家の助言を受けたり、先進地域視察を 
行うなどして、地域課題の解決に取り組むプロジェクト 

( ふ り が な ) 
氏 名 

 

所 属 ・ 学 年          大学       学部       学科       年 

メ ー ル ア ド レ ス                    ＠ 

将来希望する職種  

★こんなイベントを予定しています(一例まで)★ 

※エントリーをしていない場合、抽選や表彰の対象となりません。 
※ポイント制度は飯塚市内の大学(近畿大学産業理工学部、九州工業大学情報工学部、近畿大学九州短期大学)に在籍している

学生(大学院生を含む)または市外の大学・短大に在籍し、飯塚市内在住の学生(大学院生を含む)を対象とします。それ以外の
学生も参加はできますがポイント制度の対象外とします。ご了承ください。 

※登録するメールアドレスが携帯電話のメールアドレスで、PC からのメールを受信しないよう設定している場合は
「@city.iizuka.lg.jp」のドメインからのメールを受信できるよう設定をお願いします。 

≪問合せ・申込≫飯塚市 経済部 産学振興課 担当：森山・手柴・阿部 TEL: 0948-22-5518  FAX: 0948-22-6062 
 

①氏名②ふりがな③大学・学部・学科名④学年⑤メールアドレス⑥将来就職を希望する職種を 
記入のうえ、sangaku2@city.iizuka.lg.jp までメールを送信するか、下記の登録 
フォームに必要事項を記載のうえ、飯塚市経済部産学振興課に持参または FAX してください。 

まずはエントリーしよう！ 

【主催】飯塚市    【協力事業者】タカハ機工株式会社 
最新情報は facebook をチェックしてね！ ”https://www.facebook.com/challepro” 

飯塚市は、大学生に飯塚(筑豊地区)にある魅力的な会社を知ってもらうとともに、企業の中に 入り、 
社会人との交流等で地域の活性化につなげたいと考えています。 
学生の皆さんにはポイント制度により、参加者に毎回抽選でプレゼントと、年間を通して一定以上のポイント 
を獲得した方に表彰及び記念品をご用意しています。 

就職活動に役に立つこと間違いなし！これで就活も怖くない！ 
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飯塚ズカズカプロジェクト 2016予定イベント一覧 

【注】日時・場所・内容は予告なしに変更となる場合がございます。 

日時・場所 内   容 

6 月 29 日（水） 
18:00～20:00 
場所：TIP 
（ﾀｶﾊｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ） 

第 1 部「このイベントで皆さんにやって欲しいこと」 
講師：飯塚市役所 経済部産学振興課 産学連携室 

第 2 部 経営者による講話「飯塚から未来の製造業を！！」 
講師：タカハ機工株式会社 代表取締役社長 大久保 泰輔 氏 

付録：TIP のデジタル機器講座「簡単・素敵・世界に一つ！」 

7 月 14 日（木） 
18:30～20:00 
場所：TIP 
 

第 1 部「ソレコンポスコン審査会」見学 
タカハ機工主催の「第 2 回ソレコンポスコン」の審査の模様を 
会場で見学できる貴重な体験 

第 2 部「トークセッション～私の仕事（仮題）」 
講師：明和電機 土佐 信道 氏・・・ 最近ではドラマ『重版出来』など TV 出

演も多数。ナンセンスマシーンライブや展示会で活躍中。 
講師：見ル野 栄司 氏・・・「シブすぎ技術で男泣き」の有名な理系漫画家 

9 月 29 日（木） 
18:00～20:00 
場所：TIP 
 

第 1 部 経営者による講話 
講師：有限会社 TRIART 代表取締役 今津 研太郎 氏 

（九工大発 IT ベンチャー企業） 

第２部 「ベンチャーについて話そうか（仮題）」 
講師：トーマツベンチャーサポート株式会社  
   公認会計士 鍋島 祐輔 氏 

10 月 29 日（土） 
14:00～17:00 
場所：TIP 

第１部 学生の為のビジネスワークショップ ※テーマは仮定 
（テーマ 1）学生の為の TIP 利用方法 
（テーマ 2）旧伊藤伝右衛門邸、嘉穂劇場につづく観光名所を考え、 

観光客を飯塚市に長く滞在させる方法(施設)を考える。 

第 2 部「こっそりおしえちゃう、私の会社自慢！」 
講師：飯塚大同期会メンバ―（市内企業の若手社員） 

11 月 29 日（火） 
18:00～20:00 
場所：本多機工㈱ 

(嘉麻市） 

工場見学 及び 経営者による講話 
「世界にポンプを輸出する本多機工へ行こう！」 

講師：本多機工株式会社（嘉麻市）代表取締役社長 龍造寺 健介 氏 

2017 年 
1 月～2 月 
場所：TIP 

地域課題解決プロジェクト 
（10/29 のワークショップで選出された意欲的な学生数名） 
①専門家等による指導 4 回 
②モデル地区視察 （1 泊 2 日） 

開催日時未定 
場所：TIP 
全２回 

無料で使える３DCAD「Autodesk Fusion360」講習会 
デジタル機器を使うには、まず３DCAD で設計図を作成できないと何も造形不可
能。希望者に絶対習得できる講習会を開催する。 

- 2 -



- 3 -



- 4 -



~
 

 
 

 
~

in

!!

- 5 -



- 6 -



飯塚市職員出身大学調

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

採用 0 0 0 0 0 0 10 8 18 0 2 2

申込 21 0 21 13 0 13 401 195 596 2 17 19

採用 1 0 1 0 0 0 14 6 20 0 0 0

申込 14 1 15 11 1 12 361 140 501 0 10 10

Ｈ２６ 採用 0 0 0 0 0 0 14 7 21 0 2 2

Ｈ２５ 採用 0 0 0 0 0 0 10 3 13 0 1 1

Ｈ２４ 採用 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0

※年度は採用年度を表す。

区分

全職員

Ｈ２８

Ｈ２７

16 0 16 10 42

近畿大学産業理工学部 九州工業大学情報工学部 その他の4年制大学 近畿大学九州短期大学

293 114 1 4112 4072
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飯まちプレミアム商品券について  

飯まちプレミアム商品券の概要  

商品券の名称  飯まちプレミアム商品券  

商品券１冊の販売価格  １０，０００円  

商品券１冊の構成  ５００円券×２２枚  

商品券１冊のプレミアム額  １，０００円  

プレミアム率（割増率）  １０％  

商品券の発行冊数  ２０，０００冊  

商品券の販売総額  ２００，０００，０００円  

商品券の発行総額  ２２０，０００，０００円  

商品券１次販売について  

往復はがきによる事前申込み  

発行冊数以上の申込みがあった場合には抽選  

１８歳以上を対象に１人１０冊まで販売  

商品券の事前申込期間  平成２８年８月１日～平成２８年８月１５日  

事前申込商品券の引換え  
平成２８年９月１日～平成２８年９月９日  

場所：飯塚商工会議所  

商品券２次販売について  

事前申込みの残り、キャンセルのあったものにつ

いて窓口販売を開始。  

日時：平成２８年９月１１日（日）  

   １０時～１５時  

場所：立岩公民館２階  

※９月１２日以降は、飯塚商工会議所、飯塚市商

工会本所・支所にて販売。（９時～１６時）  

商品券の使用可能期間  平成２８年９月１日～平成２９年１月３１日  

商品券の取扱店舗数  

約３００店（目標）  

（ H25:318店、 H26:308店、 H27： 531店※）  

※ H27はプレミアム率 20％、加盟店負担無し  

商品券の取扱店舗  

飯塚市内の商工業者等で、登録した事業所  

対象業種は、小売業・サービス業・飲食業等。但し、

消費の促進・喚起に適当でない業種は除く（不動産

業、チケット販売（商品券等）、医療機関、パチン

コ店等、風俗営業店、公共料金、たばこ等）  

商品券の換金期間  
平成２８年９月８日～平成２９年２月２３日予定  

毎週木曜日 10時～ 15時（祝祭日、年末年始は除く） 

プレミアム分の負担割合  飯塚市５割、福岡県３割、実施主体２割（加盟店負担） 

 



　当選された方は、当選はがきをご持参のうえ下記の内容で
の引換購入をお願いします。
【引換販売場所】
　飯塚商工会議所（飯塚市吉原町6番12号 ☎0948-22-1007）
　要持参：当選結果通知はがき・現金
【引換販売期間】
　平成28年9月1日（木）～9月9日（金） 9：00～16：00
　引換期間中は、土・日曜日も引換販売を行います。

こ
の
折
り
目
を
外
側
に
し
て
折
っ
て
差
し
出
し
て
く
だ
さ
い

〈商工会議所記入欄〉

申  込  者  名

当  選  結  果 当　選 落　選

万円

様

引換購入が
可能な金額

飯塚商工会議所 印

飯まちプレミアム商品券 抽選結果通知

＜代理引換購入にあたっての注意事項＞

引換期間を過ぎますと引換購入ができませんのでご注意ください

〈  き り と り 〉

〈 

き 

り 

と 

り 

〉

⬇下の往復はがきでご予約ください

今回は、飯まちプレミアム商品券の販売方法が事前予約（往復はがき）に変わります!

※ 当選しても販売期間中に引換購入に行けない方は、代理人に委任することができます。

お申込は、お一人様につ
き1通まで! 記入漏れ・重
複記載等は無効。
落選者は購入できません。

往信・返信
はがき両方に
52円切手を張付

郵送 当選通知 引換購入

応 募 抽 選 当選者
飯 塚

商工会議所
飯 塚

商工会議所

重要!

予約受付期間

消印有効／持参の方は同期間中9：00～17：00の間（土日祝日除く）

〈 お問合せ 〉 飯塚商工会議所 ☎0948-22-1007／飯塚市商工会 ☎0948-22-5382

平成28年 8月1日（月）～8月15日（月）

※ 詳しくは裏面へ →

郵送の場合は
5 2円切手を
貼ってください
返信はがきにも
貼ってください

郵  便  往  復  は  が  き

往　信 飯
塚
商
工
会
議
所 

宛

8 2 0 8 5 0 7

飯
塚
市
吉
原
町
6
番
12
号

※往復はがきでの事前予約（申込）でなければ購入できません。

見 本飯まちプレミアム商品券
今年は予約販売となります!

★代理引換者は18歳以上に限ります。
★当選者で代理引換を委任される方は、自筆で当選通知はがきの
　宛名面の委任状欄の代理人名、購入者の住所と氏名を記入の上、
　捺印ください。
★代理引換者（委任状欄で委任を受けた方）は、受領欄（委任状欄
　下部）に住所・氏名を記入のうえ捺印し、身分証明書等と共に
　持参し引換購入してください。
★身分証明書等とは、運転免許証・パスポート・健康保険証・
　学生証等のいずれかです。（コピー・写しは、不可）

販売総額 2億円!プレミアム率10%

1セット 1万円で1万1千円分お買い物ができる!（500円×22枚綴り）
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必ず52円切手を
貼ってください
貼っていないと
返送されます。

郵  便  往  復  は  が  き

返　信

申込者のご住所

申込者のご氏名

私は、裏面記載の「飯まちプレミアム商品券」の引換購入にあたり

⬇申込者の郵便番号・住所・氏名を必ずお書きください。

⬇1～5 の必要事項をすべてご記入ください⬇

※購入金額の変更はできません
私は代理人として、裏面記載の「飯まちプレミアム商品券」を
受領しました。

住　所

氏　名 印

住　所

氏　名 印

氏を代理人として委任します。

委  任  状  欄

受  領  欄

様

※ご記入いただいた個人情報は商品券発行事業のみに使用し、
　他の目的には使用いたしません。

購 入 金 額1
※10万円まで

万円

住　　　所2

電 話 番 号3

氏　　　名

フリガナ

大 正
昭 和
平 成

4

生 年 月 日 年 月 日5

※ご応募は、お一人1通まで。〈10万円を限度とします〉

返信はがきにも、必ず52円切手を貼ってください

（自宅） ー

〒 ー

ー

（携帯） ー ー

2億円（プレミアム率10%・発行総額 2億2千万円）

1冊 1万円（500円券×22枚）

お一人様 10万円まで（18歳以上の方）

下記の往復はがきに黒ボールペン（鉛筆は不可）で楷書にて必要事項を記入の上、郵送もしくは持参にてお申し
込みください。 ★郵送の場合は往信分の52円切手と返信分の52円切手の合計2枚を貼付して送付ください★
なお、TEL・FAX・メールでのお申し込みは受け付けません。官製の往復はがきを使用される場合は、同様の内
容をご記入ください。

8月1日（月）～8月15（月）まで　消印有効／持参の方は同期間中の9：00～17：00の間（土日祝日除く）

申込金額が販売総数を超えた場合には、抽選により決定します。

抽選日以降速やかに抽選結果通知を、返信用はがきで申込者全員に発送します。

■ 飯塚商工会議所（飯塚市吉原町6番12号 ☎0948-22-1007） 【要持参：当選結果通知はがき・現金】

■ 平成28年9月1日（木）～9月9日（金） 9：00～16：00　引換期間中は土・日曜日も引換販売を行います。
　 引換期間を過ぎますと引換購入ができませんのでご注意ください。

平成28年9月1日（木）～平成29年1月31日（火）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

販 売 総 額

販 売 価 格

申 込 限 度 額

購入申込方法

応募受付期間

抽 選 方 法

抽選結果通知

引換販売場所

引換販売期間

商品券有効期間

飯まちプレミアム商品券のご購入申込方法について

★ 代理引換者は18歳以上に限ります。
★ 当選者で代理引換を委任される方は、自筆で当選通知はがき宛名面の委任状欄の代理人名、購入者の住所と氏名を記入の上、捺印ください。
★ 代理引換者（委任状欄で委任を受けた方）は、受領欄（委任状欄下部）に住所・氏名を記入のうえ捺印し、身分証明書等と共に持参し引換購入してください。
★ 身分証明書等とは、運転免許証・パスポート・健康保険証・学生証のいずれかです。（コピー・写しは、不可）

代理引換にあたっての注意事項

売切れ次第終了■ 9月11日（日） 10：00～15：00 【立岩公民館】 飯塚市新飯塚20-30
■ 9月12日（月）～12月28日（水） 9：00～16：00 （土日祝日除く）
　 【飯塚商工会議所】 飯塚市吉原町6番12号 ☎0948-22-1007　【飯塚市商工会穂波本所】 飯塚市忠隈494 ☎0948-22-5382

申込金額が販売総数に達しなかった場合は、下記の日時に販売いたします。
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潤野の車両損傷事故
事故現場見取図

経済建設委員会資料
平成 28年 8月 1日提出

1：事故発生日時 平成28年6月23日(木)午後9時頃

2：事故発生場所 飯塚市潤野（市道 七俵・水原線）

3：事故の概要

市道七俵・水原線を潤野方面から大日寺方面

へ走行中、道路に止まっていたトラックを避ける

時、道路に出来た穴ぼこに左前輪タイヤを落ち

込ませて、ホイール等を損傷させたもの。

事故現場

七
俵
・
水
原
線

大
日
寺
方
面

潤
野
方
面





潤野の車両損傷事故
事故現場見取図

経済建設委員会資料
平成 28年８月１日提出

1：事故発生日時 平成28年6月30日(木)午後0時15分頃

2：事故発生場所 飯塚市潤野(市道 太郎丸・相田線）

3：事故の概要

市道太郎丸・相田線を花瀬方面から潤野方面

へ走行中、進行方向左寄りの穴ぼこに車両左

後輪タイヤを落ち込ませて、左後輪ホイール・

ホイールキャップを損傷させたもの。

事故現場

花
瀬
方
面

小
正
方
面





経 済 建 設 委 員 会 資 料
平 成 28 年 8 月 1 日 提 出

事業名 工　　事　　名 請負業者名 変更契約金額 変更増減額 原契約金額 落　札　率 原契約工期

69,680,520円 3,895,560円 65,784,960円 着　　手　平成27年 10月 14日

友栄土木㈱ 　　　うち消費税　　　うち消費税　　　うち消費税 85.61%

5,161,520円 288,560円 4,872,960円 しゅん功　平成28年  5月 31日

1

※主な変更理由

工 事 請 負 変 更 契 約 報 告 書　(都市建設部　都市計画課)

浸水
対策

工事実施にあたり地元要望により、堰の維持管理用階段を設置する必要が生じたことによる階段の増工。また、春の長雨の影響による水替工及び仮設工を増工し
たことによる変更を行ったものです。

蓮台寺川河川改
修工事



経済建設委員会資料 

平成 28年 8月 1日提出 

 

農業者年金の事務処理について 

 

１ 農業者年金事務処理の流れ 

・農業者年金受給者が死亡した場合は、親族が所定の届出書にて戸籍等死亡の確認できる書類、年金

証書を添付の上、ＪＡ窓口に届出するものである。 

・ＪＡは、届出を受けたのち、農業委員会に関係書類を送付し、農業委員会は、農業者年金基金（以

下「基金」という。）に関係書類を進達することで、農業者年金の支給が停止されることになる。 

 

２ 新聞掲載に至るまでの経緯 

 ① 事実の発覚までの経緯 

毎年 5月下旬に年金基金から、受給者へ現況届（年金の受給資格があるかを確認する届）を送付し、

支給停止事由に該当しているかの確認が行われているが、この通知が、昨年度に死亡届出を行った受

給者に対し送付され、そのことを不審に思った遺族から、平成 28年 6月 2日問い合わせで、死亡の届

出の手続きが基金に対して行われていないことが発覚した。 

 ② 発覚後の事務処理 

・発覚と同時に他に同様のケースの有無について調査を行ったところ、平成 27年度分においてＪＡふ

くおか嘉穂穂波支所（以下「ＪＡ穂波支所」という。）で受け付けた 5 件が基金に届いていないことが

判明した。 

 ・本件該当者の 5名については、年金の未払金があることが分かった。 

 ・死亡届出事務が滞っている遺族の方に対する事務処理を最優先として、農業委員会事務局長及び穂

波分室職員において、連絡の取れた対象者に対し平成 28 年 6 月 22 日から順次訪問し謝罪し再申請書

類を受領している。 

③ 新聞社取材と新聞掲載 

平成 28 年 7 月 1 日に読者から報告があったとのことで、朝日新聞社、西日本新聞社から取材を受け

新聞掲載された。また、7 月 4日に読売新聞社から取材を受け、7 月 6 日に新聞掲載された。 

 

３ 農業者年金事務処理体制及び手順、並びに事案の発生原因（今回の事象が起こった理由） 

①  市農業委員会とＪＡふくおか嘉穂（以下「ＪＡ」という。）の事務処理体制 

・市本庁に設置の農業委員会事務局は、ＪＡ本所及びＪＡ飯塚支所と連携している。 

・市４支所に設置の農業委員会分室は、ＪＡの各 4 支所と連携して、旧１市４町地域ごとに年金事務

を分担している。 

② 今回の事務処理手順 

１．穂波支所管内の受給者の死亡 →→→→ ２．ＪＡ穂波支所受付（書類審査）→→→→ ３．市農業委員会穂波

分室（以下「穂波分室」という。）受付（基金への送付手続き）→→→→ ４．基金（最終審査） 

③ どの段階で紛失したと想定されるかについて 

上記②の２．から３．への書類進達の段階で紛失したと想定している。 



 ④ ＪＡ穂波支所及び穂波分室担当者の主張 

・ＪＡ穂波支所 

穂波分室（穂波支所経済建設課）の当時の担当者に 5 件のうち 2件は直接手渡し、その他 3 件に

ついては他のＪＡ穂波支所職員に依頼したため誰に渡したのかわからないが穂波分室に届けたと主

張している。 

・穂波分室 

平成 27 年度に死亡関係届出書を受け取った記憶はなく、死亡者についてはよく知っている方が多

く受け取ったなら憶えているし、必要書類を確認し農業委員会の進達かがみを付して送付するのみ

の作業であり、速やかに処理しているはずであると主張している。 

⑤ 発生原因の究明 

これまでに、農政関係に従事する機関としてＪＡおよび市農業委員会は双方に信頼が厚く、今回の

ような大きな問題が発生していなかったことが、事務改善が図られぬまま不適切な事務となった一因

と考えられる。今回の結果は、担当者の記憶に頼るものになっており、これまでの信頼関係から書類

提出・受領の確認を、記録簿として残していなかったことが、原因究明に至らないところである。ま

た、双方の職員が個人情報の取扱の重要性について、認識が不足していたことも一因である。 

 

４ 今回の事象を受けて、ＪＡと市農業委員会の対応策 

① 対応策について 

個人情報の取扱について職員意識の向上を図る指導をはじめ、農業者年金関係書類受領簿等により、

書類受け渡しの双方確認を記録することが、是正の第一と共通認識を持っており、ＪＡ及び市農業委

員会それぞれにおいて、職員の指導及び作成の関係書類受付簿を運用し、再発の防止に努めることと

している。 

② 責任の所在について 

去る 7 月 12 日に、ＪＡ、市農業委員会の代表者立会のもと、ＪＡ穂波支所の担当者と穂波分室の

担当者同席で事実確認を行ったが、お互いの意見は平行線となっている。 

このため、ＪＡ及び市農業委員会では、責任の所在について今後も協議を続けていくこととしてい

る。 

 



工事請負契約報告書

経済建設委員会資料

平 成 28 年 8 月 1 日

工　　事　　名 予 定 価 格 (A) 落 札 額　(B)
落札率　(B/A)

契 約 者 名 入 札 日
(小数点第三位以下切捨)

長楽寺団地公営住宅造成（2工
区）工事

80,857,440 円

69,876,000 円

86.41

工　　期 69,876,000 円

5,176,000

（株）伍栄建設 6月14日

うち消費税

5,989,440 円

契　　約　　日
最低制限価格 うち消費税 %

平成28年6月20日

円平成28年6月21日 から うち消費税

平成29年1月6日 まで 5,176,000 円

入札参加業者名（条件付き一般競争入札）

（株）前田組 （有）小川土木工業 （株）修成工業 （株）あさひ産業 竹中機設（株）

（株）伍栄建設 （有）松本建興 （有）荻原建設 サンコーテック（株） （有）ダイオー建設

（株）飯塚環境サービス 下川建設（株） （株）高森組 （有）東洋建設 （株）川端組

林田コンクリート工業（株）

＊地方自治法施行令第167条の9によるくじ引きの結果　（16者） Ｐ１



（有）池田建設

（有）古藤組 （株）多賀谷建設 （株）関組 （株）栄六津開発

工事請負契約報告書

経済建設委員会資料

平 成 28 年 8 月 1 日

工　　事　　名 予 定 価 格 (A) 落 札 額　(B)
落札率　(B/A)

契 約 者 名 入 札 日

長楽寺団地公営住宅造成（1工
区）工事

69,589,800 円

59,289,840 円

85.19

工　　期 59,277,960 円

（有）平成産業 6月14日

うち消費税

5,154,800 円

(小数点第三位以下切捨)

契　　約　　日
最低制限価格（変動型） うち消費税 %

平成28年6月15日

円平成28年6月16日 から うち消費税

平成29年1月1日 まで 4,390,960 円

入札参加業者名（条件付き一般競争入札）

（有）小川土木工業 （株）修成工業 （株）あさひ産業

4,391,840

（有）松本建興 （有）荻原建設

（有）ダイオー建設 （株）飯塚環境サービス 下川建設（株） （株）高森組 （株）川端組

林田コンクリート工業（株） 友栄土木（株） 﨑村組 松尾建設（有） （株）藤田建設

（株）永和建設 （有）平成産業 （有）大川産業龍穂産業（株）茜建設（株）

小金丸建設（株）

（有）伍成建設 （有）富士土木 仕事屋軍団（株）

（有）清水組（有）唯建設 岩永建設（有） （株）クボイ

Ｐ２


